
新 旧 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審査型制 

限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市契約規則（昭 

和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定による公告（以下「建設工事公 

告」といいます。）における用語の定義等および入札手続その他の入札につい 

ての基本事項を次のとおり定めたので，同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審査型制 

限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市契約規則（昭 

和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定による公告（以下「建設工事公 

告」といいます。）における用語の定義等および入札手続その他の入札につい 

ての基本事項を次のとおり定めたので，同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

改正 平成２２年８月１８日〔高契・公告第５１号〕（同年９月６日以

降公表分について適用） 

改正 平成２３年４月１日〔高契・公告第１０号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

改正 平成２３年６月６日〔高契・公告第２０号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

改正 平成２３年７月２９日〔高契・公告第４７号〕（同年８月１日以

降公表分について適用） 

改正 平成２４年３月２９日〔高契・公告第８号〕（同年４月１日以降

公表分について適用） 

改正 平成２４年５月２８日〔高契・公告第３８号〕（同年６月１日 

（１２(１９)に係る部分は，同年９月１日）以降公表分について適 

用） 

改正 平成２４年１２月１７日〔高契・公告第１０９号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 平成２５年５月２７日〔高契・公告第４７号〕（同年６月１日以

降公表分について適用） 



改正 平成２５年１０月１日〔高契・公告第９８号〕（同日以降公表分

について適用） 

 

１～９ （略） 

１０ 入札保証金の項目においては，次に定めるところによる。 

(１) 納付を要するか，免除するかを明示する。 

(２) 納付を要するとした場合は，入札書に記載された金額に当該金額の 

１００分の５（平成２６年４月１日以後に工事目的物の引渡しを受ける場 

合において，同日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に 

関する経過措置の適用がないときは，１００分の８。１４(３)において同 

じ。）に相当する金額を加算した金額（その金額に１円未満の端数が生じ 

たときは，その端数金額を切り捨てた金額）の１００分の５以上の額の入 

札保証金を納付しなければならない。 

１４ 入札書等の提出の項目における用語の意義および入札書等の提出に関し 

ては，次に定めるところによる。 

(１)・(２) （略） 

(３) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００ 

分の５に相当する金額を加算した金額（その金額に１円未満の端数が生じ 

たときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので， 

入札者は，消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 

であるかを問わず，見積もった契約金額の１０５分の１００（平成２６年 

４月１日以後に工事目的物の引渡しを受ける場合において，同日以後に行 

われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の適用がな 

いときは，１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載しなければ 

ならない。 

(４)～(１３) （略） 

 

 

高松市長 大 西 秀 人 

１～９ （略） 

１０ 入札保証金の項目においては，次に定めるところによる。 

(１) 納付を要するか，免除するかを明示する。 

(２) 納付を要するとした場合は，入札書に記載された金額に当該金額の 

１００分の５                            

                                  

                                  

   に相当する金額を加算した金額（その金額に１円未満の端数が生じ 

たときは，その端数金額を切り捨てた金額）の１００分の５以上の額の入 

札保証金を納付しなければならない。 

１４ 入札書等の提出の項目における用語の意義および入札書等の提出に関し 

ては，次に定めるところによる。 

(１)・(２) （略） 

(３) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００ 

分の５に相当する金額を加算した金額（その金額に１円未満の端数が生じ 

たときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので， 

入札者は，消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 

であるかを問わず，見積もった契約金額の１０５分の１００       

                                  

                                  

              に相当する金額を入札書に記載しなければ 

ならない。 

(４)～(１３) （略） 



１５～２３ （略） 

別表第１および別表第２ （略） 

 

１５～２３ （略） 

別表第１および別表第２ （略） 

 

 


